
R7.4.1 改正 
（別紙１）建築物省エネ法の完了検査手数料 

区  分 申請手数料金額 （円） 

住
宅 

一戸建て住宅 ３，０００ 

住

戸 

1 戸 ３，０００ 

2 戸以上～  5 戸以下 ４，０００ 

6 戸以上～ 10 戸以下 １０，０００ 

11 戸以上～ 25 戸以下 １５，０００ 

26 戸以上～ 50 戸以下 ２３，０００ 

51 戸以上～100 戸以下 ３６，０００ 

101 戸以上～200 戸以下 ３９，０００ 

201 戸以上～300 戸以下 ４２，０００ 

301 戸以上～       ７７，０００ 

共

用

部

分 

～30 ㎡ ２，０００ 

30 ㎡超～100 ㎡ ２，０００ 

100 ㎡超～200 ㎡ ３，０００ 

200 ㎡超～500 ㎡ ５，０００ 

500 ㎡超～1,000 ㎡ １０，０００ 

1,000 ㎡超～2,000 ㎡ １５，０００ 

2,000 ㎡超～10,000 ㎡ ３６，０００ 

10,000 ㎡超～50,000 ㎡ ４８，０００ 

50,000 ㎡超 ８８，０００ 

非
住
宅 

工

場

等

以

外 

～30 ㎡ ２，０００ 
30 ㎡超～100 ㎡ ２，０００ 

100 ㎡超～200 ㎡ ３，０００ 
200 ㎡超～500 ㎡ ５，０００ 

500 ㎡超～1,000 ㎡ １０，０００ 
1,000 ㎡超～2,000 ㎡ １５，０００ 
2000 ㎡超～10,000 ㎡ ３６，０００ 

10,000 ㎡超～50,000 ㎡ ４８，０００ 
50,000 ㎡超 ８８，０００ 

工

場

等 

～30 ㎡ １，０００ 
30 ㎡超～100 ㎡ １，０００ 

100 ㎡超～200 ㎡ １，０００ 
200 ㎡超～500 ㎡ １，０００ 

500 ㎡超～1,000 ㎡ ２，０００ 
1,000 ㎡超～2,000 ㎡ ３，０００ 
2000 ㎡超～10,000 ㎡ ４，０００ 

10,000 ㎡超～50,000 ㎡ ６，０００ 
50,000 ㎡超 ６，０００ 

（注） 

・適合性判定通知書の交付を受けた建築物１戸・棟ごとに、建築基準法の完了検査手数料に上乗せして

申請してください。 

・複合建築物の場合は、住宅の用途に供する部分の金額に非住宅の用途に供する部分の金額を合算した

額としてください。 

・共同住宅の共用部分を算出しない方法で評価した場合は、当該区分の額を加算する必要はありません。 

 


